
　

市
で
は
、
毎
年
５
月
１
日
〜

７
日
を
、「
子
ど
も
週
間
」
と

位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

同
行
事
実
行
委
員
会
（
青
少

年
健
全
育
成
地
区
委
員
会
、
子

供
会
育
成
連
合
会
で
構
成
）
に

よ
り
、
市
内
６
地
区
で
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
を
実
施
し
ま
す
。

　

時
間
入
替
制
等
を
実
施
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

i
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
（
☎
０４２

−

３８７

−
９
８
４
７
）

【
南
部
地
区

　
わ
く
わ
く
子
ど
も
ま
つ
り
】

d
４
月
１５
日
（
土
）
午
前
１０
時

３０
分
〜
午
後
２
時
（
雨
天
中

止
）
b
貫
井
南
児
童
館
y
水

筒
、
手
提
げ
袋

【
中
央
地
区

　

�

そ
れ
ゆ
け
！
み
ん
な
で
運
動

会
】

d
４
月
２２
日
（
土
）
午
前
１０
時

〜
正
午
（
雨
天
中
止
）
b
第
二

小
学
校
校
庭
y
水
筒
、
敷
物
、

汗
ふ
き
タ
オ
ル

【
東
部
地
区

　

�

子
ど
も
フ
ェ
ス
タ
２
０
２

３
】

d
４
月
２２
日
（
土
）
午
前
１０
時

〜
正
午
b
東
小
学
校
校
庭
（
雨

天
＝
東
小
学
校
体
育
館
）

【
中
部
地
区

　
わ
く
わ
く
運
動
会
】

d
４
月
２９
日
（
祝
）
午
前
９
時

３０
分
〜
午
後
０
時
３０
分
（
雨
天

中
止
）
b
都
立
武
蔵
野
公
園
く

じ
ら
山
下
原
っ
ぱ
y
水
筒
、
敷

物
、
汗
ふ
き
タ
オ
ル
、
帽
子
、

ご
み
袋

【
西
部
地
区
子
ど
も
縁
日
】

d
５
月
１３
日
（
土
）
午
後
１
時

〜
３
時
b
本
町
児
童
館
ほ
か

【
北
部
地
区

　
グ
リ
ー
ン
フ
ァ
イ
ト
！！

　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
】

d
５
月
２１
日
（
日
）
午
前
１０
時

〜
午
後
１
時
（
小
雨
実
施
※
順

延
な
し
）
b
都
立
小
金
井
公
園

い
こ
い
の
広
場
y
水
筒
、
筆
記

用
具
、
敷
物
、
ご
み
袋
、
汗
ふ

き
タ
オ
ル

⃝

乳
・
⃝子
・
⃝青
・
⃝親

医
療
費
助
成
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
就
学

前
の
乳
幼
児
（
⃝乳
）、
義
務
教
育

就
学
児
（
⃝子
）、高
校
生
等
（
⃝青
）、

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
（
⃝親
）
の

医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

⃝親
を
除
き
、
申
請
は
郵
送
で
も

受
け
付
け
ま
す
。
申
請
書
等
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

e
所
得
制
限
等
の
基
準
が
あ
り
ま

す
m
子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
９
）
へ

福
祉
福
祉
ののひろ

ば
ひ
ろ
ば

介
護
職
員
初
任
者
研
修

受
講
費
用
の
助
成

　

介
護
職
員
初
任
者
研
修
を
修
了

し
、
一
定
要
件
を
満
た
す
方
に
受

講
料
等
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
申
込
期
限
t
▽
市
内
在
住
で
、

研
修
修
了
後
６
か
月
以
内
に
市
内

の
介
護
保
険
事
業
者
に
就
労
し
、

３
か
月
以
上
継
続
し
て
勤
務
し
て

い
る
方
＝
就
労
開
始
後
６
か
月
以

内
に
申
請
▽
市
内
の
介
護
保
険
事

業
者
に
３
か
月
以
上
継
続
し
て
勤

務
し
、
研
修
修
了
後
も
継
続
し
て

勤
務
す
る
方
＝
研
修
修
了
後
６
か

月
以
内
に
申
請

■
助
成
金
額
受

講
料
等
の
半
額

ま
で
（
１００
円
未

満
は
切
り
捨

て
。
上
限
は
３
万
円
）
e
申
請
用

紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
i
介
護
福

祉
課
高
齢
福
祉
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
３
）

短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
募
集

　

リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
員
が
、
利
用

者
に
あ
っ
た
介
護
予
防
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
供
し
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス

は
、
訪
問
型
と
通
所
型
を
組
み
合

わ
せ
て
、
３
か
月
間
行
い
ま
す
。

■
実
施
期
間
６
〜
８
月
、
９
〜
１１

月
、
１２
月
〜
令
和
６
年
２
月
の
い

ず
れ
か
t
要
支
援
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
総
合
事
業
対
象
の
方
s

各
８
人
（
申
込
順
）
m
実
施
期
間

の
前
月
の
１
日
（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
を
除
く
）
ま
で
に
、
電
話
で

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
i

介
護
福
祉
課
包
括
支
援
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
５
）

手
話
通
訳
等
に
対
応
し
た

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
配
置

　

手
話
を
は
じ
め
と
し
た
多
言
語

の
通
訳
に
対
応
し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
を
、
市
役
所
第
二
庁
舎
お
よ

び
保
健
セ
ン
タ
ー
に
配
置
し
て
い

ま
す
。ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

i
自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
８
f
０４２

−

３８４

−

２
５
２
４
）

手
話
通
訳
者
・

要
約
筆
記
者
を
派
遣

　

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
、

各
種
手
続
、
受
診
、
行
事
へ
の
参

加
な
ど
で
外
出
す
る
際
、
手
話
通

訳
者
の
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
手
話
通
訳
等
派
遣

セ
ン
タ
ー
の
手
話
通
訳
者
・
要
約

筆
記
者
の
派
遣
依
頼
も
自
立
生
活

支
援
課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

t
市
内
在
住
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
聴
覚
障
が
い
の
あ

る
方
n
無
料
（
た
だ
し
交
通
費
実

費
負
担
の
場
合
あ
り
）
m
直
接（
２

回
目
以
降
は
フ
ァ
ク
ス
も
可
）、

自
立
生
活
支
援
課
相
談
支
援
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
１
f
０４２

−

３８４

−

２
５

２
４
）
へ

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
等
お
よ
び
児
童

扶
養
手
当
の
手
当
額
が
変
更

　

令
和
４
年
全
国
消
費
者
物
価
指

数
の
上
昇
に
伴
い
２
・
５
％
の
引

き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

種　類 令和５年３月分まで 令和５年４月分から

特別児童扶養手当 １級 ５２,４００円 ５３,７００円
２級 ３４,９００円 ３５,７６０円

障害児福祉手当 １４,８５０円 １５,２２０円
特別障害者手当 ２７,３００円 ２７,９８０円
経過的福祉手当 １４,８５０円 １５,２２０円

児童扶養
手当

全部 ４３,０７０円 ４４,１４０円

（加算） 第２子 １０,１７０円 １０,４２０円
第３子〜 ６,１００円 ６,２５０円

一部 ４３,０６０円〜１０,１６０円 ４４,１３０円〜１０,４１０円

（加算） 第２子 １０,１６０円〜５,０９０円 １０,４１０円〜５,２１０円
第３子〜 ６,０９０円〜３,０５０円 ６,２４０円〜３,１３０円

i
自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
２
）、
児

童
扶
養
手
当
＝
子
育
て
支
援
課
手

当
助
成
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３

９
）

高
齢
者
い
き
い
き
活
動
講
座

ウ
ク
レ
レ
で
エ
ン
ジ
ョ
イ
ラ
イ
フ

d
５
月
２４
日
〜
７
月
１２
日
の
水
曜

日
午
前
１０
時
〜
正
午
（
全
７
回
）

b
社
会
福
祉
協
議
会
等
k
竹
之
内

浩
一
さ
ん
（
ウ
ク
レ
レ
講
師
）
t

市
内
在
住
の
お
お
む
ね
６０
歳
以
上

の
方
s
１５
人
（
多
数
抽
選
）
e
ウ

ク
レ
レ
の
レ
ン
タ
ル
あ
り
（
２
千

２００
円
。
申
込
時
希
望
の
有
無
を
明

記
）
m
４
月
２５
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名

（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
性
別
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
社
会
福
祉

協
議
会
「
ウ
ク
レ
レ
係
」（
〒
１８４

−

０
０
０
４
本
町
５

−

３６

−

１７
☎

０４２

−

３８６

−

０
２
９
４
）
へ

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

【
手
工
芸
品
販
売
】

　

バ
ッ
グ
、
エ
プ
ロ
ン
、
洋
服
、

小
物
な
ど
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

洋
服
の
直
し
も
受
け
付
け
ま
す
。

d
４
月
２８
日
、
５
月
２６
日
、
６
月

３０
日
、
７
月
２８
日
、
８
月
２５
日
、

９
月
２９
日
い
ず
れ
も
金
曜
日
午
前

１０
時
〜
午
後
１
時
３０
分
b
本
町
作

業
所（
本
町
６

−

５

−

１６
）

【
手
作
り
品
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
】

　

ミ
シ
ン
を
使
っ
て
３
時
間
以
内

で
作
れ
る
物
を
お
教
え
し
ま
す
。

n
１
時
間
５４０
円

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

i
同
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
４
２
２

−

２７

−

７
１
１
７
f
０
４
２
２

−

２７

−

７
４
７
６
）

ご
相
談
く
だ
さ
い

身
体
障
害
者
相
談
員

知
的
障
害
者
相
談
員

　

障
が
い
の
あ
る
方
や
、
家
族
の

皆
さ
ん
か
ら
、手
帳
交
付
、医
療
、

就
学
、
就
職
、
施
設
入
所
等
の
各

種
相
談
に
応
じ
、
助
言
や
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。
お
近
く
の
相
談

員
へ
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

i
自
立
生
活
支
援
課
相
談
支
援
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
１
）

身体障害者相談員
氏名 住所 電話

荒井康善（聴） 前原町４丁目 ０４２−２０１−１５５４（FAX）
今明子（肢） 東町２丁目 ０４２２−３３−９４４４
田中麻子（肢・内部） 中町４丁目 ０４２−３８５−３４２９
橋本眞貴子（視） 前原町５丁目 ０４２−３８３−８２３０

知的障害者相談員
氏名 住所 電話

尾島聖子 本町５丁目 ０４２−３８１−０６３４
馬場利明 緑町３丁目 ０４２−３８５−９０７５

中
等
度
難
聴
児
の

補
聴
器
購
入
費
の
一
部
を
助
成

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
中
等
度
の
難
聴
児
に

対
し
て
、
補
聴
器
購
入
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
程
度

の
聴
力
で
あ
る
１８
歳
未
満
の
児
童

で
、
か
つ
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が

お
お
む
ね
３０
デ
シ
ベ
ル
以
上
あ

り
、
補
聴
器
装
用
の
効
果
が
見
込

め
る
と
医
師
か
ら
認
め
ら
れ
た
方

※
他
の
制
度
に
よ
る
補
聴
器
の
購

入
費
の
助
成
を
受
け
て
い
る
方
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
■
助
成
額
原

則
１３
万
７
千
円
ま
で
（
一
部
自
己

負
担
あ
り
）
※
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
m
補
聴
器
購
入
前
に
、
自
立

生
活
支
援
課
相
談
支
援
係
（
市
役

所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９

８
４
１
）
へ

d５月１６日（火）、２５日（木）、６月
２日（金）、７日（水）、１３日（火）
午前１０時〜午後３時３０分※このほか
の日程で保育実習・普通救命講習が
あります。出席できる回からの参加
も可能ですb中町桜並集会所t援助
活動に関心のある２０歳以上の方n
１,５００円（資料代）m電話で同セン
ター（☎０４２−３２０−１７０１＝日曜・祝
日を除く午前９時〜午後５時）へ

ファミリー・ファミリー・
サポート・センターサポート・センター
協力会員講習会協力会員講習会

子育ての手伝いをしたい方へ第５１回子ども週間行事

小さなて小さなて
　みんなではぐくみ　みんなではぐくみ
　　　　　　育ててく　　　　　　育ててく

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・4・157


